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丸三の総合取引 約款・規定集 

新旧対照表 

新 旧 

お客様の個人情報の取扱いについて 
～プライバシー・ポリシー～ 

 

丸三証券株式会社 

代表取締役社長 菊地 稔 

 

(変更なし) 

4 個人情報等の適正な取得 

当社が取得する個人情報等の取得方法には以下のような

ものがあります。 

（1）口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様

に直接、記入していただく方法又はインターネット等

を通じて、画面に直接、入力していただく方法 

(変更なし) 

 

 

総合取引約款 
 

第 1章 総合取引 

（申込方法等） 

第 3条 お客様は、当社所定の手続きにより申し込むものと

し、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始すること

ができます。 

 

 

(変更なし) 

（共通番号の届出） 

第 4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と

いいます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を

開設するとき、共通番号（番号法第 2条第 5項に規定

する個人番号又は同条第 16項に規定する法人番号。

以下同じ）等を届け出ていただきます。 

 

 

 

（当社への届出事項） 

第 4条の 2 お客様は、当社所定の手続きにより、氏名又は

名称、住所、生年月日等（法人の場合における代表者

の役職氏名及び押なつされた印影）を届け出ていただ

きます。 

第 2章 累積投資取引 

（有価証券又は金銭の返還） 

第 11条 

(変更なし) 

2 第 1項の請求は、当社所定の手続きにより申し込むもの

とし、お客様に返還いたします。 

ただし、当該累積投資約款の定めにより有価証券での返

還ができない場合は、当該累積投資約款に記載された価

額により各有価証券を換金し、所定の手数料、信託財産

留保額、所得税、住民税等を差し引いた金銭を引き渡す

ことにより、返還にかえるものとします。 

お客様の個人情報の取扱いについて 
～プライバシー・ポリシー～ 

 

丸三証券株式会社 

代表取締役社長 菊地 稔 

 

（中 略） 

4 個人情報等の適正な取得 

当社が取得する個人情報等の取得方法には以下のような

ものがあります。 

（1）口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様

に直接、記入していただく方法 

 

（中 略） 

 

 

総合取引約款 
 

第 1章 総合取引 

（申込方法等） 

第 3条 お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ

署名・捺印（お届出印）し、これを当社の本・支店又は営

業所（以下「取扱店」といいます。）に提出することによっ

て総合取引を申し込むものとし、当社が承諾した場合に

限り総合取引を開始することができます。 

（中 略） 

（共通番号の届出） 

第 4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と

いいます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を

開設するとき、共通番号（番号法第 2条第 5項に規定

する個人番号又は同条第 15項に規定する法人番号。

以下同じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の

関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に

届け出ていただきます。その際、番号法その他の関係法

令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 

（届出印鑑） 

第 4条の 2 お客様は総合取引開始時に印鑑をお届け出て

いただきます。ただし、すでにそのお届出がされている場

合は、その印影が届出印鑑となりますので、改めて届け

出ていただく必要はありません。 

第 2章 累積投資取引 

（有価証券又は金銭の返還） 

第 11条  

（中 略） 

2 第 1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うもの

とし、当社は、当該請求に係る有価証券又は金銭を、届

出印の押印された当社所定の証書と引換えに、取扱店

においてお客様に返還いたします。 

ただし、当該累積投資約款の定めにより有価証券での返

還ができない場合は、当該累積投資約款に記載された価

額により各有価証券を換金し、所定の手数料、信託財産
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(変更なし) 

（解約） 

第 13条 この契約は、次の各号又は第 46条のいずれかに

該当したときに解約されるものとします。 

①～③（変更なし） 

2 この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく累投口

の残金をお客様に返還いたします。 

３ （変更なし） 

第 3章 証券総合口座サービス自動運用買付・換金取引 

（買付・換金に関する取扱いの申込み） 

第 18条 お客様がこの取扱いを希望する場合は、第 1章に

定める方法によりお申し込みいただき、当社所定の手続

きにより申し込むものとし、当社が承認した場合に限りこ

の取扱いを開始できるものとします。 

 

（削除） 

 

 

第 6章 雑  則 

（解約） 

第 46条  この約款における各取扱いは、次の各号のいず

れかに該当したときは解約されるものとします。 

①～⑦（変更なし） 

⑧お客様が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行

為、法的な責任を超えた不当な要求行為、著しい迷惑行

為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風

説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀

損しもしくは当社の業務を妨害する行為、その他これら

に類する事由により、当社が契約を継続しがたいと認め

て、解約を申し出たとき 

⑨前各号のほか、取引を継続するうえでお客様との信頼

関係の維持が困難であると当社が判断したとき、その他

やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 

（免責事項） 

第 49条 当社は、次の各号に掲げる損害については、その

責を負いません。 

①当社所定の証書等に使用された印影（又は署名）を届出

の印鑑（又は署名）と相当の注意をもって照合し、あるい

は、当社所定の方法により本人確認し、相違ないと当社

が認めて、お預かりした有価証券又は金銭を返還したこ

とにより生じた損害。 

②（変更なし） 

③当社所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、

使用された印影とお届印を相当の注意をもって照合し、

あるいは、当社所定の方法により本人確認し、相違する

と当社が認めたため、お預りした有価証券又は金銭を返

還しなかったことにより生じた損害。 

④～⑥（変更なし） 

（届出事項の変更） 

第 50条 お客様は、届出事項等に変更があったときは、当

社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただ

きます。 

 

 

留保額、所得税、住民税等を差し引いた金銭を引き渡す

ことにより、返還にかえるものとします。 

（中 略） 

（解約） 

第 13条 この契約は、次の各号又は第 46条のいずれかに

該当したときに解約されるものとします。 

①～③（中 略） 

2 この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく累投口

の残金を取扱店においてお客様に返還いたします。 

３ （中 略） 

第 3章 証券総合口座サービス自動運用買付・換金取引 

（買付・換金に関する取扱いの申込み） 

第 18条 お客様がこの取扱いを希望する場合は、第 1章に

定める方法によりお申し込みいただき、所定の申込書に

下記事項を記載の上、署名捺印して当社が定める取扱

店に提出し、当社が承認した場合に限りこの取扱いを開

始できるものとします。 

①氏名 

②買付・換金対象受益権（当社が定めるものに限ります。） 

③その他必要事項 

第 6章 雑  則 

（解約） 

第 46条  この約款における各取扱いは、次の各号のいず

れかに該当したときは解約されるものとします。 

①～⑦（中 略） 

⑧お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当

な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認

めて、解約を申し出たとき 

 

 

 

 

⑨やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 

 

 

（免責事項） 

第 49条 当社は、次の各号に掲げる損害については、その

責を負いません。 

①当社所定の証書等に押印された印影とお届出印の印鑑

とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めてお預

かりした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた

損害。 

 

②（中 略） 

③所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、又は

印影がお届印と相違するためにお預りした有価証券又

は金銭を返還しなかったことにより生じた損害。 

 

 

④～⑥（中 略） 

（届出事項の変更） 

第 50条 印章を失ったとき､又は印鑑、氏名若しくは名称、

法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番

号、「内部者に関する届出」その他の届出事項に変更が

あったときは、当社所定の手続きによって遅滞なく当社

に届け出ていただきます。 
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２ （変更なし） 

3 前各項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、

印影、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、

印鑑、共通番号等とします。 

 

 

保護預り約款 
 

（共通番号の届出） 

第６条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といい

ます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設す

るとき、共通番号（番号法第２条第５項に規定する個人番

号又は同条第 1６項に規定する法人番号。以下同じ。）の

通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定め

る場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきま

す。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人

確認を行わせていただきます。 

（当社への届出事項） 

第６条の２ 総合取引約款第 3条、第 4条および第 4条の

2に規定する当社所定の手続きによる届出事項等をも

って、当社への届出事項とします。 

 

２ （変更なし） 

（届出事項の変更手続き） 

第 14条 お客様は、届出事項等に変更があったときは、当社

所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただき

ます。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」

等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願

うこと等があります。 

２～４ （変更なし） 

（免 責 事 項） 

第 20条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害について

は、その責を負いません。 

①当社所定の証書等に使用された印影（又は署名）を届出

の印鑑（又は署名）と相当の注意をもって照合し、あるい

は、当社所定の方法により本人確認し、相違ないと当社

が認めて、保護預り証券をご返還した場合 

②当社所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、

使用された印影とお届印を相当の注意をもって照合し、

あるいは、当社所定の方法により本人確認し、相違する

と当社が認めたため、保護預り証券をご返還しなかった

場合 

③～⑤（変更なし） 

 

 

振替有価証券管理約款 
 

（振替決済口座の開設） 

第 3 条 振替決済口座の開設に当たって、お客様は、総合

取引約款第 3条、第 4条および第 4条の 2に規定す

る当社所定の手続きによりお申し込みいただきます。そ

の際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定

に従い本人確認を行わせていただきます。 

2 当社は、前項でお客様からのお申込みを受け、これを承

諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様

2 （中 略） 

3 前各項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、

住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、

住所、共通番号等とします。 

 

 

保護預り約款 
 

（共通番号の届出） 

第６条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といい

ます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設す

るとき、共通番号（番号法第２条第５項に規定する個人番

号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。）の

通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定め

る場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきま

す。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人

確認を行わせていただきます。 

（当社への届出事項） 

第６条の２ 「総合取引申込書」に押印された印影及び記載さ

れた住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合におけ

る代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、

住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。 

2 （中 略） 

（届出事項の変更手続き） 

第 14条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社に

お申出のうえ、当社所定の「お申込み内容の変更届」そ

の他の書面に必要事項を記載しお手続きください。この

場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個

人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 

２～４ （中 略） 

（免 責 事 項） 

第 20条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害について

は、その責を負いません。 

①当社が、当社所定の証書に押印された印影とお届出の

印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した

場合 

 

②当社が、当社所定の証書に押印された印影がお届出の

印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった

場合 

 

 

③～⑤（中 略） 

 

 

振替有価証券管理約款 
 

（振替決済口座の開設） 

第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お

客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申し込

みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に

関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただき

ます。 

2 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済

口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅
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にその旨を連絡いたします。 

 

3 （変更なし） 

（共通番号の届出） 

第 3条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号

法」といいます。）その他の関係法令等の定めに従って、

振替決済口座を開設するとき、共通番号（番号法第 2 

条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 16項に規

定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他

番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の

共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法

その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせてい

ただきます。 

（当社への届出事項） 

第 5 条 総合取引約款第 3条、第 4条および第 4条の 2

に規定する当社所定の手続きによる届出事項等をもっ

て、当社への届出事項とします。 

 

2 （変更なし） 

（届出事項の変更手続き） 

第 47 条 お客様は、届出事項等に変更があったときは、当

社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただ

きます。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民

票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提

示願うこと等があります。 

 

2～3 （変更なし） 

（免責事項） 

第 55 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害について

は、その責を負いません。 

①第 47 条第 1 項による届出の前に生じた損害 

②当社所定の証書等に使用された印影（又は署名）を届出

の印鑑（又は署名）と相当の注意をもって照合し、あるい

は、当社所定の方法により本人確認し、相違ないと当社

が認めて、振替有価証券の振替又は抹消、その他の取

扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他

の事故があった場合に生じた損害 

③当社所定の証書等に使用された印影とお届印を相当の

注意をもって照合し、あるいは、当社所定の方法により

本人確認し、相違すると当社が認めたため、振替有価証

券の振替をしなかった場合に生じた損害 

④～⑥（変更なし） 

 

ダイワMRF･野村MRF累積投資約款 
 

2.（契約の申込） 

（1）お客様は、当社所定の手続きにより契約を申し込むも

のとします。ただし、既に他の累積投資コース（財形貯

蓄・ミリオンを除く）において上記方法により申込みが

行われ契約が締結されているときは、第一回目の払込

金の払込みをもって契約の申込みが行われたものとし

て取り扱うものとします。 

 

 

（2）契約が締結されたときは、当社はただちにダイワMRF

滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡い

たします。 

3 （中 略） 

（共通番号の届出） 

第 3条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号

法」といいます。）その他の関係法令等の定めに従って、

振替決済口座を開設するとき、共通番号（番号法第 2 

条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15項に規

定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他

番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の

共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法

その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせてい

ただきます。 

（当社への届出事項） 

第 5 条 「総合取引申込書」に押印された印影及び記載され

た氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における

代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名

又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 

2 （中 略） 

（届出事項の変更手続き） 

第 47 条 印章を失ったとき、又は印鑑、氏名若しくは名称、

法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番

号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社

所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証

明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は

「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 

2～3 （中 略） 

（免責事項） 

第 55 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害について

は、その責を負いません。 

①第 47 条第 1 項による届出の前に生じた損害 

②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影（又は署

名）を届出の印鑑（又は署名鑑）と相当の注意をもって

照合し、相違ないものと認めて振替有価証券の振替又

は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類につい

て偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 

 

③依頼書に使用された印影（又は署名）が届出の印鑑（又は

署名鑑）と相違するため、振替有価証券の振替をしなか

った場合に生じた損害 

 

④～⑥（中 略） 

 

ダイワMRF･野村MRF累積投資約款 
 

2.（契約の申込） 

（ 1 ）契約のお申込みは、お客様が所定の申込書に必要事

項を記載のうえ、署名、捺印し、これを当社の本・支店

（以下「扱店」といいます。）に提出することによって契

約を申し込むものといたします。ただし、既に他の累積

投資コース（財形貯蓄・ミリオンを除く）において上記方

法により申込みが行われ契約が締結されているとき

は、第一回目の払込金の払込みをもって契約の申込み

が行われたものとして取り扱うものとします。 

（2 ）契約が締結されたときは、当社はただちにダイワMRF
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累積投資口座、又は、野村MRF累積投資口座を設け

ます。 

 

7.（返還） 

（ １）～（３）（変更なし） 

（4）当社は、換金代金のお支払いにあたっては、当社所定

の手続きにより、その代金をお支払いいたします。 

 

 

8.（キャッシング）［即日引出］ 

（ １）（変更なし） 

（2）前項の申込みは、当社所定の手続きにより、その代金

をお支払いいたします。 

 

10.（申込事項等の変更） 

（１）お客様は、当社に届け出た事項に変更があったとき

は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出

ていただきます。 

（２）（変更なし） 

 

11.（その他） 

（ １）（変更なし） 

（2）当社は、次の各号によって生じた損害については、そ

の責を負いません。 

①当社所定の証書等に押印された印影（又は署名）を

届出の印鑑（又は署名）と相当の注意をもって照合

し、あるいは、当社所定の方法により本人確認し、相

違ないと当社が認めて、この契約に基づくダイワ

MRF、又は、野村MRFの返還及びその果実の支払

いを行った場合。 

②当社所定の手続きにより返還のお申出がなかったた

め、使用された印影とお届印を相当の注意をもって

照合し、あるいは、当社所定の方法により本人確認

し、相違すると当社が認めたため、この契約に基づく

ダイワMRF、又は、野村MRFの返還及びその果実

の支払いを行わなかった場合。 

③（変更なし） 

（３）（変更なし） 

 

 

外国証券取引口座約款 
 

第 2章 外国証券の国内委託取引 

（配当等の処理） 

第 7条 

１～７（変更なし） 

８ 配当金等の支払手続において、決済会社が配当金等の支

払いを開始する日として指定した日から 5年を経過して

もなお受領されないときは、決済会社及び当社はその支

払義務を免れるものとします。 

（新株予約権等その他の権利の処理） 

第 8条 

（１）～（４）（変更なし） 

（5）第 1号ａ、第 2号及び第 3号により売却処分した代金に

ついては、前条第 1項第 2号ａ並びに同条第 2項から第

累積投資口座、又は、野村MRF累積投資口座を設け

ます。また、取引印鑑届により当社に届出されている印

影をもって、当社への届出印とします。 

7.（返還） 

（ １）～（３）（変更なし） 

（4 ）当社は、換金代金のお支払いにあたっては、お客様よ

り所定の手続きによりお申出いただき、届出印の押印

された所定の受領書を引換えに、その代金をお支払い

いたします。 

8.（キャッシング）［即日引出］ 

（ １）（中 略） 

（2 ）前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うも

のとし、当社は届出印の押印された所定の受領書と引

換えに、その代金をお支払いいたします。 

10.（申込事項等の変更） 

（1）改名、転居並びに届出印の変更など申込事項に変更が

あったときには、お客様は所定の用紙によって遅滞無く

当社に届出ていただきます。 

（２）（中 略） 

 

11.（その他） 

（ １）（中 略） 

（2 ）当社は、次の各号によって生じた損害については、そ

の責を負いません。 

①届出印の押印された所定の受領書と引換に、この契

約に基づくダイワMRF、又は、野村MRFの返還及び

その果実の支払いを行った場合。 

 

 

 

②所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又

は印影が届出印と相違するために、この契約に基づ

くダイワMRF、又は、野村MRFの返還及びその果実

の支払いを行わなかった場合。 

 

 

③（中 略） 

（３）（中 略） 

 

 

外国証券取引口座約款 
 

第 2章 外国証券の国内委託取引 

（配当等の処理） 

第 7条 

１～７（中 略） 

（新 規） 

 

 

 

（新株予約権等その他の権利の処理） 

第 8条 

（１）～（４）（中 略） 

（5）第 1号ａ、第 2号及び第 3号により売却処分した代金に

ついては、前条第 1項第 2号ａ並びに同条第 2項から第
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5項まで及び第 7項の規定に準じて処理するものとし、

同条第 8項の規定はその支払いについて準用します。 

（６）（変更なし） 

第 4章  雑  則 

（共通番号の届出） 

第 24条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と

いう。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設

するとき、共通番号（番号法第 2条第 5項に規定する個

人番号又は同条第 16項に規定する法人番号。以下同

じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法

令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出る

ものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法

令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとしま

す。 

（届出事項） 

第 24条の 2 申込者は、当社所定の手続きによる届出事項

等をもって、当社への届出事項とします。 

 

（届出事項の変更届出） 

第 25条 申込者は、届出事項等に変更があったときは、当

社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただ

きます。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民

票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提

示願うこと等があります。 

（免責事項） 

第 30条 次に掲げる損害については、当社は免責されるも

のとします。 

（１）～（２）（変更なし） 

（3）当社所定の証書等に押印された印影（又は署名）を届

出の印鑑（又は署名）と相当の注意をもって照合し、ある

いは、当社所定の方法により本人確認し、相違ないと当

社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返

還その他の処理が行われたことにより生じた損害 

 

付 則 （2025（令和 7）年 10月 1日） 

１． この改正は、2030（令和１２）年 10月１日より施行しま

す。 

２． 改正後の第 7条第８項（第８条第 5号）の規定は、この

改正規定施行の日より前の日を支払い開始する日として

指定した配当金等（同号において準用する場合にあって

は、同条第 1号 a、第 2号及び第 3号により売却処分し

た代金）についても適用する。 

 

 

非課税上場株式等管理、非課税累積投資及
び特定非課税累積投資に関する約款

（NISA） 
 

（譲渡の方法） 

第６条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しく

は記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡

は当社への売委託による方法､当社に対して譲渡する方

法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192

条第１項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満

株式の譲渡について､同項に規定する請求を当社の営業

5項まで及び第 7項の規定に準じて処理します。 

 

 

（６）（中 略） 

第 4章  雑  則 

（共通番号の届出） 

第 24 条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と

いう。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設

するとき、共通番号（番号法第 2条第 5項に規定する個

人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同

じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法

令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出る

ものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法

令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとしま

す。 

（届出事項） 

第 24 条の 2 申込者は、住所（又は所在地）、氏名（又は名

称）、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社

に届け出るものとします。 

（届出事項の変更届出） 

第 25 条 申込者は、当社に届け出た住所（又は所在地）、氏

名（又は名称）、共通番号等に変更のあったとき、又は届

出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の

手続きにより当社に届け出るものとします。 

 

（免責事項） 

第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるも

のとします。 

（１）～（２）（中 略） 

（3）当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相

違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託を

した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じ

た損害 

 

 

（新 規） 

 
 
 
 
 
 
 
 
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及
び特定非課税累積投資に関する約款

（NISA） 
 

（譲渡の方法） 

第６条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しく

は記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当

社への売委託による方法､当社に対して譲渡する方法、上場

株式等を発行した法人に対して会社法第 192条第１項の規

定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡につ

いて､同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方
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所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37条の

10第３項第４号又は第 37条の 11第４項第１号から第３

号に規定する事由による上場株式等の譲渡について､当

該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の

営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により

行います。 

２ （変更なし） 

３ 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振

替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされて

いる上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当

社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に

対して会社法第 192条第１項の規定に基づいて行う同項

に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定す

る請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別

措置法第 37条の 10第３項第４号又は第 37条の 11第

４項第１号から第３号に規定する事由による上場株式等の

譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資

産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のい

ずれかの方法により行います。 

（非課税口座開設後に重複していることが判明した場合の

取扱い） 

第 10条 お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の

提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当

該非課税口座又は非課税口座に設定した勘定が重複し

ていることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法

第 37条の 14第 12項の規定により非課税口座に該当

しないこととなった場合又は当該勘定が同条第 22項の

規定により特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定

に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当し

ない口座又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘

定に該当しない勘定で行っていた取引については、その

開設又は設定のときから一般口座での取引として取り扱

わせていただきます。その後、当社において速やかに特定

口座への移管を行うことといたします。 

（契約の解除） 

第 14条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日に

この契約は解除されます。 

① (変更なし) 

② 租税特別措置法第 37条の 14第 23項第 1号に定

める「（非課税口座）継続適用届出書」を提出した日か

ら起算して５年を経過する日の属する年の 12月 31

日までに租税特別措置法第 37条の 14第 25項に定

める「（非課税口座）帰国届出書」の提出をしなかった

場合  租税特別措置法第 37条の 14第 27項の規

定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったも

のとみなされた日（５年経過する日の属する年の 12月

31日） 

③ 租税特別措置法第 37条の 14第 23項第２号に定め

る「出国届出書」の提出があった場合  出国日 

④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する

非居住者に該当しないこととなった場合（「（非課税口

座）継続適用届出書」を提出した場合を除く）   租税

特別措置法第 37条の 14第 27項の規定により「非

課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ

た日（出国日） 

⑤ (変更なし) 

法又は租税特別措置法第 37条の 10第３項第４号又は第

37条の 11第４項第１号若しくは第２号に規定する事由によ

る上場株式等の譲渡について､当該譲渡に係る金銭及び金

銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方

法のいずれかの方法により行います。 

 

２ （中 略） 

３ 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振

替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされてい

る上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に

対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会

社法第 192条第１項の規定に基づいて行う同項に規定する

単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社

の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37条

の 10第３項第４号又は第 37条の 11第４項第１号若しくは

第２号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当

該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営

業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行い

ます。 

（非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合

の取扱い） 

第 10条 お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の

提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該

非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口

座が租税特別措置法第 37条の 14第 12項の規定により

非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座

に該当しない口座で行っていた取引については、その開設の

ときから一般口座での取引として取り扱わせていただきま

す。その後、当社において速やかに特定口座への移管を行う

ことといたします。 

 
 
 
 
（契約の解除） 

第 14条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日に

この契約は解除されます。 

①  (中 略) 

② 租税特別措置法第 37条の 14第 22項第 1号に定

める「（非課税口座）継続適用届出書」を提出した日か

ら起算して５年を経過する日の属する年の 12月 31

日までに租税特別措置法第 37条の 14第 24項に定

める「（非課税口座）帰国届出書」の提出をしなかった

場合  租税特別措置法第 37条の 14第 26項の規

定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったも

のとみなされた日（５年経過する日の属する年の 12月

31日） 

③ 租税特別措置法第 37条の 14第 22項第２号に定め

る「出国届出書」の提出があった場合  出国日 

④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する

非居住者に該当しないこととなった場合（「（非課税口

座）継続適用届出書」を提出した場合を除く）   租税

特別措置法第 37条の 14第 26項の規定により「非

課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ

た日（出国日） 

⑤  (中 略) 
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未成年者口座及び課税未成年者口座開設に
関する約款 

（ジュニアNISA） 
 

（未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止） 

第 10条 第７条若しくは第 8条に規定する要件に該当しな

いこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合に

は、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当

該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を

廃止いたします。 

２ 次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設

している場合には、当該未成年者口座及び当該未成年者

口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたし

ます。 

① 非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の

非課税管理勘定が設けられた日の属する年の１月１日

から５年を経過する日の翌日 

② お客様がその年の１月１日において 18歳である年の１

月１日 

③ 2026年１月１日 

（未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止） 

第 19条  

（変更なし） 

２ 次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設

している場合には、当該課税未成年者口座及び当該課税

未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止

いたします。 

① 非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非

課税管理勘定が設けられた日の属する年の１月１日から５

年を経過する日の翌日 

② お客様がその年の１月１日において 18歳である年の１

月１日 

③ 2026年１月１日 

（本契約の解除） 

第 29条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に

掲げる日に本契約は解除されます。 

① ～ ② (変更なし) 

③ 第 9条第２項に掲げる日において未成年者口座を

開設している場合  租税特別措置法第 37条の

14の２第 20項第２号の規定によりお客様が「未成

年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた

日 

④ (変更なし) 

⑤ (変更なし) 

⑥ (変更なし) 

⑦ (変更なし) 

 
 

株式投資信託累積投資約款 
 

2.(契約の申込み) 

契約の申込みは、お客様が総合取引口座を開設済みであり

必要に応じてその他の取引口座を開設済みであること。及び

当社所定の手続きにより契約を申し込むものとします。 

 

 
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に

関する約款 
（ジュニアNISA） 

 

（未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止） 

第 10 条 第７条若しくは第 8 条に規定する要件に該当しな

いこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合に

は、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当

該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を

廃止いたします。 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

（未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止） 

第 19条 

 (中 略) 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

（本契約の解除） 

第 29条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に

掲げる日に本契約は解除されます。 

① ～ ② (中 略) 

 

（新 規） 

 

 

 

③  (中 略) 

④  (中 略) 

⑤  (中 略) 

⑥  (中 略) 

 
 

株式投資信託累積投資約款 
 

2.(契約の申込み) 

契約の申込みは、お客様が総合取引口座を開設済みであり

必要に応じてその他の取引口座を開設済みであること。「丸

三の投信積立プラン申込書」および「丸三の投信積立プラン

銘柄指定書」に必要事項を記入のうえ、所定の箇所に署名、
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丸三の投信積立プラン取扱規定 
4.（申込みの方法） 

お客様が、当社の総合取引口座を開設済みであり、必要

に応じてその他の取引口座を開設済であること。及び当社

所定の手続きにより契約を申し込むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 12月 1日改訂 

 

 

 

 

 

 

捺印し、これを当社本・支店に提出し当社が承諾した場合に

本サービスをご利用いただけます。 

 

 

丸三の投信積立プラン取扱規定 
4.（申込みの方法） 

お客様が、当社の総合取引口座を開設済みであり、必要

に応じてその他の取引口座を開設済であること。「丸三の

投信積立プラン申込書」および「丸三の投信積立プラン銘

柄指定書」に必要事項を記入のうえ、当社の本・支店（以下

「取扱店」といいます。）に提出し、当社が承諾した場合は

本サービスを利用できます。 

 
 

 

 
 

2025年 4月 1日改訂 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


